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松阪市災害時医療救護サポーター活動要領 

 

令和８年３月２４日 

 

（総則） 

第１条 松阪市災害時医療救護サポーター活動要領（以下「本要領」という。）は、松

阪市（以下「市」という。）が募集する松阪市災害時医療救護サポーター（以下「サ

ポーター」という。）の登録に関する事項及びサポーターの活動（以下「本活動」と

いう。）について必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 本活動は、災害が発生した際に、医療の途を失った者に対し救護を行い、ま

た、避難所において災害関連死を予防するため、関係機関と連携し、巡回による避難

者の健康観察等を行うことを目的とする。 

 

（資格要件） 

第３条 サポーターとして登録できる者は次の各号のいずれかの資格を有するものとす

る。ただし、第３号については資格や経験年数を問わないものとする。 

（１）看護師 

（２）准看護師 

（３）事務職員（医療機関に勤務する事務職員） 

（４）その他医療従事者 

 

（事務局） 

第４条 本活動の募集及び登録に関する事務局（以下「事務局」という。）は健康づく

り課が担う。 

（本活動の内容） 

第５条 本活動の内容は、次の各項のとおりとする。ただし、いずれの活動においても

サポーターの自主的な意思及び自身及び家族等の健康を前提に実施するものとする。 

１ 平常時における活動 

（１）市が実施する研修会・訓練等への参加 

（２）その他市から案内する取組みへの参加 

２ 災害時における活動 

（１）傷病者のトリアージの実施及び補助 

（２）軽症者の応急手当及び看護 

（３）搬送順位の決定及び搬送の調整 

（４）避難所等における被災者の健康観察、健康相談 

（５）その他市が実施する医療救護に関する業務 
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（遵守事項） 

第６条 サポーターは、本活動を行うに当たり次の各号を遵守するものとする。 

（１）本活動の目的を十分理解し、本要領の内容及び別途事務局の定めるマニュアル

等に従い行動すること。 

（２）法令を遵守するとともに、公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする

行動を行わないこと。 

（３）傷病者や他のスタッフ、その他第三者に対し、迷惑行為及び差別的言動を行わ

ないこと。 

（４）本活動中に知り得た個人情報を開示若しくは漏洩し、又は本活動以外の目的に

利用しないこと。 

 

（登録の申出）  

第７条 サポーターとして本活動を希望する者は、事務局の定める登録フォームから申

出を行う。  

 

（登録の決定及び通知） 

第８条 前条に規定する申込があったときは、事務局は第３条に定める資格要件を審査

し、資格要件を満たす者についてはサポーター名簿に登録を行い、申込者に対し松阪

市災害時医療救護サポーター登録通知書（様式第１号）の交付を行う。  

２ 事務局は、前項により登録を行ったサポーターをメーリングリストに登録し、登録

完了メールを送信する。 

 

（登録証の交付等） 

第９条 事務局は、前条第 1項の規定により登録を受けたサポーターに対して松阪市災

害時医療救護サポーター登録証(様式第３号。以下「登録証」という。)を交付する。 

２ サポーターは、本活動を行う場合は登録証を携帯し、本人確認のために事務局及び

関係機関から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 登録証は、他人に貸与、又は譲渡してはならない。 

４ 登録証を紛失したときは、事務局へ速やかに申出を行うものとする。 

 

（登録の変更） 

第１０条 サポーターは登録した内容のうち、住所、電話番号またはメールアドレスに

変更がある場合は、遅滞なく事務局に申出をしなければならない。 

 

（登録の取消） 

第１１条 サポーターは、登録の取り消しを希望する場合は、事務局に松阪市災害時医

療救護サポーター登録取消届（様式第２号）を提出、または事務局の定める登録取消

届申請フォームから申出を行うものとする。 
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２ 事務局は前項の規定による登録取消届を受理したときは、遅滞なく登録の取り消し

を行う。 

３ 前項の規定にかかわらず、事務局は、サポーターが次の各号に該当する場合は、そ

の登録を取り消すことができる。 

（１）サポーターと連絡が取れなくなった場合 

（２）第６条に定める遵守事項に反する行為を行った場合 

（３）その他サポーターとしてふさわしくない行為が発生した場合 

４ 登録の取り消しを行った場合は、登録証を速やかに事務局へ返却、または破棄する

ものとする。 

 

（一斉通信） 

第１２条 本活動において必要な連絡事項についてはメールにて行う。 

 

（参集報告） 

第１３条 サポーターは、震度６弱以上の地震が市域において発生した場合、参集報告

フォーム「たすけあい」により事務局へ参集の可否を報告しなければならない。 

２ 参集報告フォーム「たすけあい」による報告がない場合は、電話またはメールによ

り事務局から連絡を行い、参集報告フォームへの入力依頼を行う。 

 

（活動要請） 

第１４条 事務局は、第５条第２項に定める本活動を要請するときは、第１３条の規定

によりサポーターの参集報告を確認した上で本活動の要請を行う。 

 

（活動費） 

第１５条 市は、第５条第２項に定める本活動に対し、生じた日当及び交通費等の実費

相当分として、県が定める災害救助法施行細則等に基づき支給する。 

２ 前項に定める活動費の支給にあたって、サポーターは市が定める様式に基づき、活

動費振込口座を市に提出しなければならない。 

 

（保険） 

第１６条 市は、第５条第２項に定める本活動に対し、必要に応じて保険に加入するこ

ととし、当該保険に係る費用は市が負担する。ただし、災害救助法及び災害協定の規

定により災害補償が認められる場合はこの限りではない。 

 

（個人情報の取扱いについて） 

第１７条 事務局は、サポーターから収集した個人情報を、本活動を実施する上で必要

な範囲において、松阪保健所、松阪地区医師会等の関係機関に提供することができ

る。 
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（その他） 

第１８条 本要領に定めるもののほか、必要な事項は事務局が別に定める。 

 

附 則 

本要領は、令和７年３月２１日から施行する。 

附 則 

本要領は、令和８年３月２４日から施行する。  
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様式第１号 

 第             号  

令 和  年  月  日 

   

登録番号    

 

 様 

 

松阪市長  竹 上  真 人 

（公印省略）  

 

松阪市災害時医療救護サポーター登録通知書 
 

 松阪市災害時医療救護サポーター登録の申出に基づき、あなたをサポーターとして登

録しましたので通知いたします。 

 なお、活動にあたっては別紙活動要領をご確認いただきますようお願いいたします。 

 

【注意事項】 

 災害時の活動にあたって、市から活動の要請を円滑に行うために、下記の事項にご協

力いただきますようお願いします。 

 

（１）自身の安否報告  

松阪市のエリアにおいて震度６弱以上の地震が発生した場合は、必ず下記の参集報告

フォーム「たすけあい」より、ご自身の参集の可否を自主的に報告してください。 

 

 

 

 

 

（２）登録内容の変更  

ご登録いただいた内容のうち、住所、電話番号またはメールアドレスに変更があった

場合は、遅滞なく事務局までご連絡ください。 

 

 

≪事務局≫ 

    松阪市 健康福祉部 健康づくり課（松阪市健康センターはるる） 

〒515-0078 松阪市春日町一丁目 19 番地 

（電話番号）0598-31-1212 （FAX番号）0598-26-0201 

（参集報告フォーム「たすけあい」） 
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様式第２号 

 

 

松阪市災害時医療救護サポーター登録取消届 

 

 

年    月    日 

 

（宛先）松阪市長 

 

松阪市災害時医療救護サポーターの登録取消を希望しますので、次のとおり届け出し

ます。 

 

● 申請者（あなた） 

フリガナ  

電話番号   
氏 名 

 

 

住所 

〒 

 

  

取り消しを希望するサポーターとの続柄 

□ 本人 

□ 配偶者 

□ 子 

□ その他（          ） 

 

● 登録取消を希望するサポーター  

※本人が申請者の場合は省略可 

フリガナ  

氏 名 
 

 

 

 

事務局

処理欄 

受理日 確認欄 

  

 

（登録取消届申請フォーム） 
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様式第３号 

 

【表面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【裏面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ サイズ：横９１ｍｍ×５５ｍｍ（名刺サイズ） 

両面印刷・ラミネート加工 

 


